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令和５年度 須崎市教育委員会の自己点検・評価シート 

令和６年３月３１日 

 

自己点検・評価の考え方 

教育委員会では、教育行政の基本的方針に基づき、教育長及び事務局が具体的な事務の執行を行っています。その執行状況について、点検及び評

価を行い、結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表することとなっています。教育委員会が教育行政事務の成果や課題を自ら確認するこ

とで、以後の施策の改善に反映させ、より良い、効果的な教育行政の推進を図ることとします。具体的には下記の項目に整理し、ABCD 評価で表

します。 

A：成果が上がり目標を十分に達成している。      B：一定の成果が上がっているが目標達成までには至っていない。 

C：一定の成果が上がっているものの改善の必要がある。 D：成果がほとんど上がっておらず見直しの必要がある。 

 

大項目 中 項 目 小 項 目 評価 点検事項等 

１ 

教 

育 

委 

員 

会 

の 

活 

動 

（１）教育委員会の会議の運営改善 
①教育委員会の会議の開催回数 Ａ 定例会を１２回、臨時会を１回開催した。 

②教育委員会会議の運営上の工夫 Ａ 議事と協議の内容により、適正な時間配分に努めた。 

（２）教育委員会の会議の公開、 

 保護者や地域住民への情報発信 

① 教育委員会の会議の傍聴者の状況 Ａ 傍聴席を設置し、延べ４名の傍聴があった。 

②議事録の公開、広報・公聴活動の状況 Ａ 須崎市ホームページに議事録を掲載している。 

（３）教育委員会と事務局との連携 ○教育委員会と事務局との連携 Ａ 適宜、情報交換・意見交換を行った。 

（４）教育委員会と首長の連携 ○教育委員会と首長との意見交換の実施 Ａ 総合教育会議を２回開催した。 

（５）教育委員の自己研鑽 ○研修会への参加状況 Ａ 県地教連、高岡地教連、市教育委員会主催の研修会等に積極的に参加した。 

（６）学校及び教育施設に対する支

援・条件整備 

①学校に対する支援 Ａ 計画的に全校を一回以上訪問し、教職員と意見交換を行った。 

②所管施設に対する支援 C 全委員での施設訪問ができなかった。 
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２ 

委 

員 

会 

の 

管 

理 

執 

行 

事 

務 

（１）教育に関する事務の管理及び執行の基本的な事項に関する

こと 
Ａ 校区外通学許可については基準を定め、申請書提出案件についての適正な処理に努めた。 

（２）教育委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃

に関すること 
Ａ 規則５件（一部改正３件）、要綱等６件（制定０件、一部改正５件、廃止１件）の制定及び改正を行った。 

（３）学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること ― 該当なし。 

（４）事務局及び学校、他の教育機関の職員の任免、その他人事

に関すること 
Ａ 適正な人事配置に努めた。 

（５）委員会の付属機関の委員の任免等に関すること Ａ 適正な人事配置に努めた。 

（６）教育施設の敷地の選定及び施設整備をすること Ａ 

給食センター敷地の造成測量設計委託業務を完了した。（令和４年度繰越事業） 

給食センター建築基本設計及び実施設計委託業務を開始した。 

朝ケ丘中学校統合大規模工事の設計業務を完了した。 

浦ノ内小学校プール改修工事を完了した。（令和４年度繰越事業） 

（７）人事、研修の一般方針を定めること並びに所管の職員の懲

戒を行なうこと 
Ａ 県教委の異動方針に基づき教職員の異動を行った。 

（８）教職員の働き方改革に関すること Ｂ 

夏季及び冬季休業中に学校閉庁日を設定し、教職員の心身の健康の保持、増進を図るとともに、教職員が

限られた時間の中で最大限の効果をあげられるよう、勤務時間に対する意識向上に向けた取り組みを行った。 

時間外勤務縮減に向けて取り組んでいるが、月 45時間を超えるケースも見られる。 

（９）教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を

申し出ること 
Ａ 条例議案は、一部改正７件を提案。５・９・１２月に予算議案を提案。 

（１０）１件３０万円以上の教育財産の取得を申し出ること ― 該当なし 

（１１）学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、または

変更すること 
― 該当なし 

（１２）教科書の採択及び教科書以外の教材の使用に関すること A 小学校教科用図書の採択を適正に行った。 
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３ 

教 

育 

長 

に 

委 

任 

さ 

れ 

た 

事 

務 

 

 

 

（１） 

 学 

 校 

 教 

 育 

 

  

① 基本的生活習慣の確立と基礎学力の定着と向上 Ａ 

長期休業明けには、各小学校にて、児童が「生活リズムチェックカード」を用いて規則正しい生活リズム

で過ごせるように、１週間の生活を記録した。目標点数をクリアすると「生活リズム名人」に認定される取

組を行った。 

基礎学力の定着と学力向上、児童生徒の進路を保障するため、各中学校区で、小中合同の会議や授業研究

会、研修を実施した。各中学校区の課題に応じた取組を実施した。 

② 生徒指導と教育相談活動の充実 Ａ 

教育支援センターに教育相談員及び指導員を配置するとともに、教育委員会事務局にスクールソーシャル

ワーカー（ＳＳＷ）を、全小中学校にスクールカウンセラー（ＳＣ）を配置し、児童生徒及び保護者、関係

者への支援を行った。 

③ 特別支援教育の充実と推進 Ａ 
特別支援学級の設置に努め、特別支援教育支援員を配置し、特別支援教育の研修に参加し充実に努めた。 

須崎小学校に通級指導教室を設置した。 

④ 教育内容の充実と教職員の資質・指導力の向上 Ｂ 

全教職員を対象に年１回の合同研修を行った。また、小中学校における人権教育や、教職員への研修会を

実施した。 

夏季休業中に転入教職員対象の地域体験活動を実施した。 

情報教育担当者会や外国語教育推進協議会、保幼小連携担当者会、プログラミング教育研修会等、教員の

指導力向上を目的とした研修会を実施した。 

⑤ 家庭・地域の教育力の再生・向上及び学校との連携 Ａ 

須崎中学校区で「地域ぐるみ教育研究発表会」を実施した。 

市内全校でコミュニティ・スクールを設置した。 

学校支援地域本部事業の推進に努めた。 

⑥ 児童生徒の安全確保 Ａ 

スクールガードリーダー２人で全校を定期的に見回り、スクールガードの充実を図った。また各地域にお

いて青色パトロールを各公民館と協力して実施した。 

須崎市通学路安全対策連絡協議会による児童の通学路の安全確保のための取り組みを実施した。 
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⑦ 読書活動の推進 Ａ 
朝の 10分間読書を定着させ、読書習慣の定着へ全校で取り組んだ。高知県電子図書館や須崎市電子図書館

の活用を進め、タブレット端末でも読書ができるよう整備した。 

 

 

３ 

教 

育 

長 

に 

委 

任 

さ 

れ 

た 

事 

務 

 

 

（２） 

 生 

涯 

学

習  

① 生涯学習の推進 A 
婦人会や生涯大学など、住民主体の活動団体を支援し、生涯学習を推進した。 

地域自主組織については、浦ノ内、上分、吾桑地区の取り組み支援を行った。 

② 人権教育の推進 Ａ 各公民館での地区別講演会は、７月の強調旬間、１２月の人権週間では全公民館で実施した。 

③ 文化財の保護 Ａ 文化財の保護及び保存に努めた。 

④ 青少年の健全育成 Ａ 
学校・家庭・地域（住民会議）と連携し、青色パトロールなどを実施するとともに、市民会議等と協力し、

青少年の健全育成に努めた。 

⑤ 読書活動の推進 A 

ブックスタート事業は６８人が参加した。また、子ども司書養成講座を開催し、読書活動の推進役として

４名を司書に認定した。 

今年で１０回目となる「図書館まつり」を開催し、講演会や本の交換会など２日間のイベントを実施した。 



- 5 - 

 

総 合 評 価 

１．教育委員会については、活動をできるだけ公開するよう努め議事録を市ホームページに掲載した。教育長及び教育委員、事務局の連携は適正に保たれており、情報交換も行わ

れている。 

小中学校を訪問し、管理職等と意見交換を行い、課題の把握に努めるとともに指導を行った。 

２．学校教育においては、「たくましく、心豊かな人づくり～人・もの・自然にやさしい人づくり」を教育目標に、基本的生活習慣と基礎学力を確実に身に着け、考える力を養い、

自らを律しつつ他人とも協調する姿勢や感動する心を培うため、保幼・小・中の連携、一貫教育の推進、学力の向上、いじめ不登校対策、読書活動の推進等を重点施策として積

極的に推進した。 

キャリア教育では、子どもたちが故郷を愛し、夢や志を持ち、未来に向かって生き抜くための力を育む取り組みを行ってきた。防災・安全教育として、防災教育の取り組みを

継続して推進した。 

自尊心や自己肯定感、自立心、自制心などの「自分に関する力」や、協調性や共感する力、思いやり、社交性、道徳性などの「非認知能力」を幼少期から育むため、須崎保育

園と須崎小学校でアートを通じて学びを深める「じぶんがすきさ子ども育成事業」に取り組んだ。 

安心・安全な教育環境の整備については、浦ノ内小学校プール改築工事が完了し、施設環境整備に努めた。 

学校給食においては、給食実施の全校が市内食材を継続して使用することで「地産地消」に努めた。また、中学校給食未実施校への支援策として「弁当提供事業」を継続し実

施した。給食センター設置の取り組みについては、敷地造成測量設計業務を完了し、建築基本設計及び実施設計業務に着手した。 

次代を担う児童生徒の教育環境の充実を図るため、小中学校統合計画については保護者や地域住民への説明に努めた。また、円滑な学校統合に向けて、統合準備委員会を開催

した。 

ＩＣＴ教育推進計画に基づき、ＩＣＴを活用した授業づくりや効果的な教育を推進のため、研修を深めるとともに、学校におけるタブレットの積極的な活用に努めた。また、

ソサエティ 5.0時代の人材育成を目的に「てくテックすさき」において、子どもたちがテクノロジーに触れる機会を創出し、才能の育成に努めた。 

３．生涯学習においては、図書館等複合施設の整備地の解体工事を行った。 

公民館を拠点とし地域課題を解決する地域自主組織については、浦ノ内、上分、吾桑地区での取り組み支援を行った。 

また、読書活動についてはブックスタート事業を推進し、第１０回図書館まつりでは、延べ２００人の参加があった。  

青少年の健全育成事業では、青少年育成市民会議大会を開催し、各地区青少年を育てる会の活動等を通して、子どもへの見守りを行うとともに、日常的な巡回活動により、青

少年の健全育成に努めた。 

 

以上のように諸課題に取り組みながら教育の振興に努めてきたが、時間が必要なことや財政上の制約もあり目標どおりには達成できていない課題もある。今後とも、効率的、効

果的な事務の執行に努め、児童生徒及び市民の立場に立った教育行政を目指し、諸課題の解決に向けた施策を実施する。 

 


